
医療法人仁愛会 近藤病院 （２０２６（令和 8）年 2 月 1 日更新） 

 

1. 厚生労働大臣が定める掲示事項 

(1) 入院基本料に関する事項 

〇障害者施設等入院基本料（１３対 1 入院基本料） 

当病棟は、1 日に１７人以上の看護職員（看護師及び准看護師）が勤務しています。 

なお、時間帯ごとの配置は次の通りです。 

朝９時００分～夕方１７時００分まで、看護職員 1 人あたりの受け持ち数は７人以内です。 

夕方１７時００分～朝９時００分まで、看護職員 1 人あたりの受け持ち数は１６人以内です。 

〇入院診療計画、院内感染防止対策、医療安全管理体制、褥瘡対策、栄養管理対策、意思決定

支援及び身体的拘束最小化について 

当院では、入院の際に医師をはじめとする関係職員が共同して、患者様に対する診療計画を

策定し、7 日以内に文書によりお渡ししております。 

また、厚生労働大臣が定める院内感染防止対策、医療安全管理体制、褥瘡体制、栄養管理体

制、意思決定支援及び身体的拘束の最小化についての基準を満たしております。 

  

(2) 地方厚生(支)局長への届け出事項に関する事項 

当院は、関東信越厚生局に下記の届出を行っております。 

① 施設基準届出一覧 

No 届出名称 （略称） 受理番号 算定開始年月日 

01 情報通信機器を用いた診療に係る基準 （情報通信） 1073 令和 6/4/1 

02 障害者施設等入院基本料 （障害入院） 1217 令和 2/6/1 

03 診療録管理体制加算３ （診療録３） 367 令和 5/11/1 

04 特殊疾患入院施設管理加算 （特施） 27 平成 31/3/1 

05 看護配置加算 （看配） 1278 平成 30/4/1 

06 看護補助体制加算 （看補） 1117 平成 30/4/1 

07 医療安全対策加算２ （医療安全２） 210 平成 30/4/1 

08 データ提出加算 （データ提） 307 令和 6/4/1 

09 認知症ケア加算 （認ケア） 243 令和 3/7/1 

10 入院時食事療養（Ⅰ）入院時生活療養（Ⅰ） （食） 105 昭和 33/10/1 

11 がん性疼痛緩和指導管理料 （がん疼） 154 平成 23/9/1 

12 ニコチン依存症管理料 （ニコ） 938 平成 29/7/1 

13 がん患者指導管理料 （がん指） 327 平成 23/9/1 

14 別添１の「第 14 の２」の１の(３)に規定する在

宅療養支援病院 

（支援病３） 96 令和 5/8/1 

15 在宅時医学総合管理料及び施設入居時等

医学総合管理料 

（在医総管１） 2764 令和 5/8/1 

16 在宅がん医療総合診療料 （在総） 1879 令和 5/8/1 

17 神経学的検査 （神経） 193 平成 23/12/1 

18 ＣＴ撮影及びＭＲＩ撮影 （Ｃ・Ｍ） 657 平成 24/4/1 

19 脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅲ) （脳Ⅲ） 191 平成 28/4/1 



20 運動器リハビリテーション料(Ⅲ) （運Ⅲ） 256 平成 30/6/1 

21 呼吸器リハビリテーション料(Ⅱ) （呼Ⅱ） 139 令和 5/11/1 

22 ぺースメーカー移植術及びペースメーカー交

換術 

（ペ） 144 平成 17/5/1 

23 医科点数表第２章第 10 部手術の通則の 16

に掲げる手術 

（胃瘻造） 144 平成 27/5/1 

24 胃瘻造設時嚥下機能評価加算 （胃瘻造嚥） 94 平成 27/5/1 

25 酸素の購入価格の届出 （酸単） 56780 令和 7/4/1 

② 入院時食事療養(Ⅰ)又は入院時生活療養費の基準に適合しております。 

入院時食事療養（Ⅰ）の届出を行っており、管理栄養士又は栄養士によって管理された食事を適

時（夕食については、１８時提供）、適温で提供しております。 

 

配膳時間は、朝食８時００分 ・ 昼食１２時００分 ・ 夕食１８時００分 

 

(3) 明細書の発行状況に関する事項 

当院では、医療の透明化や患者様での情報提供を推進していく観点から、領収書の発行の際

に、個別の診療報酬の算定項目がわかる明細書を無料で発行することとしています。 

明細書には使用した医薬品の名称や行われた検査の名称が記載されるものですので、その点

をご理解いただき、ご家族の方が代理で会計を行う場合のその代理の方への発行も含めて、明細

書の発行を希望されない方は、会計窓口にてその旨お申し出ください。 

(4) 保険外負担に関する事項 

〈特別療養環境の提供〉 
              

(税込) 

 
種類 料金 部  屋  番  号 

 個室 １日 ６，６００円 特室 1 ・ 2 ・ 3 ・ 5 

 

 ２人部屋Ａ １日 ２，２００円 253 

 

 ２人部屋Ｂ １日 ３，３００円 202 ・ 302 

 

 ２人部屋 C １日 ２，２００円 252 ・ 352 

 

 ３人部屋 A １日 ２，２００円 
208 ・ 211 

 
310 ・ 311 

 

2. 保険外併用療養費に係る厚生労働大臣が定める基準等 

当院では、各種診断書、室料差額（ベット代）、テレビ使用料につきまして、その使用に応じた実

費のご負担をお願いしております。                                （税込） 

                    
入院セットリース １日 ４００円 ～ １，６５０円 

 

 貸テレビ １日 １６０円 

 

 各種診断書 １通 ３，３００円 ～ １６，５００円 

 
 



3. 厚生労働大臣が定める手術に関する施設基準の実績について（２０２５(令和７)年 1 月～１２月） 

医科点数表第 2 章第 10 部手術通則第 5 号及び 6 号に掲げる手術の件数 

１．区分１に分類される手術               手術件数 

ア． 頭蓋内腫瘍瘤摘出術 
        

0 件 

イ． 黄班下手術等 
         

0 件 

ウ． 鼓室形成手術等 
        

0 件 

エ． 肺悪性腫瘍手術等 
        

0 件 

オ． 経皮的カテーテル心筋焼灼術 
      

0 件 

２．区分２に分類される手術               手術件数 

ア． 靭帯断裂形成手術 
        

0 件 

イ． 水頭症手術 
         

0 件 

ウ． 鼻副鼻腔悪性腫瘍手術 
       

0 件 

エ． 尿道形成手術 
         

0 件 

オ． 角膜移植術 
         

0 件 

カ． 肝切除術 
          

0 件 

キ． 子宮付属器悪性腫瘍手術等 
      

0 件 

３．区分３に分類される手術               手術件数 

ア． 上顎骨形成術 
         

0 件 

イ． 上顎骨悪性腫瘍手術等 
       

0 件 

ウ． バセドウ甲状腺全摘（亜全的）術（両葉） 
     

0 件 

エ． 母指化手術等 
         

0 件 

オ． 内反足手術 
         

0 件 

カ． 食道切除再建術等 
        

0 件 

キ． 同種死体腎移植術等 
        

0 件 

４．区分４に分類される手術               手術件数 

  人工関節置換術 
        

0 件 

  乳児外科施設基準対象手術 
      

0 件 

  ペースメーカー移植術及びぺースメーカー交換術 
   

0 件 

  冠動脈、大動脈バイパス移植術（人工心肺を使用しないものを含む） 
 

  

  及び体外循環を要する手術 
       

0 件 

  経皮的冠動脈形成術、経皮的冠動脈粥腫切除 
    

  

  及び経皮的冠動脈ステント留置術          0 件 

 

4. ホームページへの掲載が必要な施設基準と掲示事項 

(1) 情報通信機器を用いた診療 

当院では、情報通信機器を用いた診療を行うにつき、以下の体制を整備しています。 

〇厚生労働省「オンライン診療の適切な実施に関する指針」に沿って診察を行います。 

〇必要に応じて対面診療をご案内します。 

〇必要に応じて他の医療機関と連携し、専門医・専門医療機関を紹介します。 

〇ただし、情報通信機器を用いた診療の初診において向精神薬の処方は行いません。 

 



(2) 医療情報取得加算 

当院は、オンライン資格確認を行う体制を有し、必要な診療情報を取得・活用することにより、

質の高い医療に努めている医療機関です。 

厚生労働省が定めた診療報酬算定要件に従い、下記の診療報酬点数を算定いたします。 

正確な情報を取得・活用するため、マイナ保険証によるオンライン資格確認等の利用にご理

解・ご協力をお願いいたします。 

〇初診時    1 点 

〇再診時（3 カ月に 1 回に限り算定） 1 点 

※マイナ保険証の利用の有無に関わらず。 

 

(3) 医療ＤＸ推進体制加算 

当院では、医療 DX 推進体制整備について、次のとおりの対応を実施しております。 

① 診療報酬明細書（レセプト）のオンライン請求を行っています。 

② オンライン資格確認を行う体制を有しています。 

③ オンライン資格確認を利用して取得した診療情報等は、診療を行う診察室または処置室に

おいて、医師が閲覧または活用できる体制を有しています。 

④ マイナ保険証（マインバーカードの健康保険証利用）に関して、一定程度の実績を有しており

ます。 

⑤ 電子処方箋を発行する体制について、電子カルテメーカーと協議を行っております。 

⑥ 電子カルテ共有サービスを活用できる体制について、電子カルテメーカーと協議を行ってお

ります（令和８年５月 3１日までの経過措置）。 

⑦ 医療 DX 推進の体制に関する事項及び質の高い診療を実施するために十分な情報の取得・

活用して診察を行うことについて、院内の見やすい場所等に掲示しております。 

 

(4) 後発医薬品使用体制加算 

当院では、後発医薬品（ジェネリック医薬品）の使用を積極的に推進しております。 

ジェネリック医薬品は、これまで効き目と安全性が実証されてきたお薬と同等と確認されたうえ

で、製造販売が許可されています。新しい医薬品は開発に長い時間と多くの費用がかかりますが、

ジェネリック医薬品は開発期間が短くて済むので、その分価格が安くなります。また、カプセル・錠

剤・点眼剤など形態も豊富です。 

 現在、医薬品メーカーの不備等により一部の医薬品について全国的に供給不安定な状況が続

いています。当院では医薬品の供給不足が発生した場合に、処方変更等に関して適切な対応が

出来る体制を整備しております。 

〇代替薬の迅速な手配 

〇採用薬の変更を薬事審査委員会で検討 

〇適応や治療計画等を慎重に検討し処方内容を変更 

 状況によっては患者さんへ処方する薬剤が変更となる可能性がございます。処方内容に変更

が生じる場合にはご説明させていただきます。 

 

 

 

 



(5) 一般名処方加算について 

当院は、後発医薬品の使用促進を図るとともに、医薬品の安全提供に向けた取り組みなどを

実施しています。 

当院では、後発医薬品のある医薬品について、特定の医薬品名を指定するものではなく、薬剤

の成分をもとにした一般名処方（一般的な名称により処方箋を発行すること）を行います。 

一般名処方によって特定の医薬品の供給が不足した場合であっても、患者様に必要な医薬品

の提供がしやすくなります。 

一般名処方について、ご不明な点等がありましたら、病院職員へご相談ください。 

(6) 長期収載品の処方等又は調剤に関する事項 

後発医薬品がある長期収載品を患者様自身が希望する場合、「選定療養費」として保険割合

での自己負担分に加えて、後発医薬品との差額分の自己負担金が発生いたします。 

(7) 生活習慣病管理料（Ⅱ） 

当院では、生活習慣に関する総合的な治療管理ができる体制を整えております。 

症状に応じて、２８日以上の長期投薬またはリフィル処方箋の交付が可能です。ご希望があれ

ば、その旨をお申し出ください。 

 

５．その他 

(1) 敷地内全面禁煙について 

当院は、健康保険法第25条の定めにより、受動喫煙防止のための、屋内外を問わず敷地内で

の禁煙を禁止しております。ご来院、ご入院中の皆様には、禁煙（非燃焼・加熱式たばこ含む）の

厳守をお願い致します。 

また、病院周辺においても、マナーをお守りいただき、病院敷地内全面禁煙にご理解とご協力

をお願いいたします。 

(2) 個人情報保護について 

当院は、個人の権・利益を保護するために、個人情報を適切に管理することを社会的責務と考

えます。 

 

６．指定医療機関に関する事項 

(1) 当院は、以下の指定を受けている医療機関です。 

① 保険医療機関 

② 救急指定医療機関 

③ 労災保険指定医療機関 

④ 生活保護法指定医療機関 

⑤ 結核指定医療機関 

⑥ 難病指定医療機関 

⑦ 原子爆弾被害者指定医療機関 

⑧ 指定障害福祉サービス事業所（空所型短期入所事業所） 


